
議案第73号 

 

   三朝町個人情報保護条例の一部改正について 

 

次のとおり三朝町個人情報保護条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

平成27年９月７日 

 

三朝町長 吉 田 秀 光        

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

第１条 三朝町個人情報保護条例（平成12年三朝町条例第30号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この

条において「追加条項等」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条項等を除く。以下この条に

おいて「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分

に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加え

る。 

 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１)～(３) 略  (１)～(３) 略  

(４) 特定個人情報 行政手続における特  



定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号。以

下「番号法」という。）第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。 

  

（個人情報の利用及び提供の制限） （個人情報の利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、その保有する個人情報

（特定個人情報を除く。）について、収集

した目的以外の目的への利用又は当該実施

機関以外の者への提供（以下「目的外利用

等」という。）をしてはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

第８条 実施機関は、その保有する個人情報

について、収集した目的以外の目的への利

用又は当該実施機関以外の者への提供（以

下「目的外利用等」という。）をしてはな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（特定個人情報の利用及び提供の制限）  

第８条の２ 実施機関は、特定個人情報につ

いて、個人の生命、身体又は財産の保護の

ために必要がある場合であって、本人の同

意があり、又は本人の同意を得ることが困

難であるときに限り、収集した目的以外の

目的のために利用することができる。 

 

２ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれ

かに該当する場合を除き、特定個人情報を

提供してはならない。 

 

  

（開示請求権） （開示請求権） 

第11条 略 第11条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず、特定個人情報

にあっては未成年者若しくは成年被後見人

の法定代理人（以下「未成年者等の法定代

理人」という。）又は本人の委任による代

理人によりすることができる。 

 

  

（開示請求の手続） （開示請求の手続） 



第12条 略 第12条 略 

２ 開示請求をしようとする者は、開示請求

書を提出する際、実施機関に対し、当該本

人又はその代理人（特定個人情報にあって

は、未成年者等の法定代理人又は本人の委

任による代理人）であることを証明する書

類を提出し、又は提示しなければならない。 

２ 開示請求をしようとする者は、開示請求

書を提出する際、実施機関に対し、当該本

人又はその代理人であることを証明する書

類を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 略 ３ 略 

  

（実施機関の開示義務） （実施機関の開示義務） 

第13条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る自己情報が次の各号の

いずれかに該当する自己情報（以下「不開

示情報」という。）である場合又は開示請

求に係る自己情報に不開示情報が含まれて

いる場合を除き、開示請求者に対し、当該

自己情報を開示しなければならない。 

第13条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る自己情報が次の各号の

いずれかに該当する自己情報（以下「不開

示情報」という。）である場合又は開示請

求に係る自己情報に不開示情報が含まれて

いる場合を除き、開示請求者に対し、当該

自己情報を開示しなければならない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 未成年者等の法定代理人又は本人の

委任による代理人により開示請求がされ

た当該未成年者等又は当該本人に係る自

己情報であって、開示することにより、

当該未成年者等又は当該本人の利益に反

することとなると認められるもの 

(５) 未成年者の法定代理人により開示請

求がされた当該未成年者に係る自己情報

であって、開示することにより、当該未

成年者の利益に反することとなると認め

られるもの 

  

（開示決定等の期限） （開示決定等の期限） 

第18条 略 第18条 略 

  

（開示請求に係る事案の移送）  

第18条の２ 実施機関は、開示請求に係る保

有する個人情報が他の実施機関から提供さ

れたものであるとき、その他他の実施機関

において開示決定等をすることにつき正当

な理由があるときは、当該他の実施機関と

協議の上、当該他の実施機関に対し、事案

を移送することができる。この場合におい

て、移送をした実施機関は、開示請求者に

対し、事案を移送した旨を書面により通知

 



しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたとき

は、移送を受けた実施機関において、当該

開示請求についての開示決定等をしなけれ

ばならない。この場合において、移送をし

た実施機関が移送前にした行為は、移送を

受けた実施機関がしたものとみなす。 

 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施

機関が第17条第１項の決定（以下「開示決

定」という。）をしたときは、当該実施機

関は、開示の実施をしなければならない。

この場合において、移送をした実施機関は、

当該開示の実施に必要な協力をしなければ

ならない。 

 

  

（中止の請求） （中止の請求） 

第23条 何人も、第８条及び第８条の２の規

定に違反して自己情報の目的外利用等がさ

れていると認めるときは、実施機関に対し、

当該目的外利用等の中止を請求することが

できる。 

第23条 何人も、第８条の規定に違反して自

己情報の目的外利用等がされていると認め

るときは、実施機関に対し、当該目的外利

用等の中止を請求することができる。 

  

（訂正等の請求の手続） （訂正等の請求の手続） 

第24条 略 第24条 略 

２ 第11条第２項及び第３項並びに第12条第

２項及び第３項の規定は、訂正等請求につ

いて準用する。 

２ 第11条第２項並びに第12条第２項及び第

３項の規定は、訂正等請求について準用す

る。 

  

（訂正請求等に係る事案の移送）  

第27条の２ 実施機関は、訂正等請求に係る

保有する個人情報が第18条の２第３項の規

定に基づく開示に係るものであるとき、そ

の他他の実施機関において訂正等請求をす

ることにつき正当な理由があるときは、当

該他の実施機関と協議の上、当該他の実施

機関に対し、事案を移送することができる。

この場合において、移送をした実施機関は、

訂正等請求の請求者に対し、事案を移送し

 



た旨を書面により通知しなければならな

い。 

２ 前項の規定により事案が移送されたとき

は、移送を受けた実施機関において、当該

訂正等請求についての訂正決定等をしなけ

ればならない。この場合において、移送を

した実施機関が移送前にした行為は、移送

を受けた実施機関がしたものとみなす。 

 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施

機関が第25条第１項の決定（以下「訂正決

定等」という。）をしたときは、当該実施

機関は、訂正等の実施をしなければならな

い。この場合において、移送をした実施機

関は、当該訂正等の実施に必要な協力をし

なければならない。 

 

  

（保有する個人情報の外部提供先への通知）  

第27条の３ 実施機関は、訂正決定等に基づ

く保有する個人情報の訂正等を実施した場

合において、必要があると認めるときは、

当該保有する個人情報の外部提供先に対

し、遅滞なく、その旨を書面により通知す

るものとする。 

 

  

（費用負担） （費用負担） 

第28条 自己情報の開示及び訂正等に係る手

数料は、無料とする。ただし、自己情報の

写しの交付を受ける者は、当該写しの作成

及び送付に要する費用を負担しなければな

らない。 

第28条 自己情報の開示及び訂正等に係る手

数料は、無料とする。ただし、自己情報の

写しの交付を受けるものは、当該写しの作

成及び送付に要する費用を負担しなければ

ならない。 

  

（適用除外等） （適用除外等） 

第36条 略 第36条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定は、特定個人情報については、

適用しない。 

 

  

 



第２条 三朝町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下この条におい

て「移動項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引か

れた項及び号（以下この条において「移動後項等」という。）が存在する場合には、当

該移動項等を当該移動後項とし、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、

当該移動後項等（以下この条において「追加項等」という。）を加える。 

  次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号並びに追加項等の表示を除く。）

を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１)～(４) 略  (１)～(４) 略  

(５) 情報提供等記録 番号法第23条第１

項及び第２項に規定する記録に記録され

た特定個人情報をいう。 

 

  

（特定個人情報の利用及び提供の制限） （特定個人情報の利用及び提供の制限） 

第８条の２ 実施機関は、特定個人情報（情

報提供等記録を除く。）については、個人

の生命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であると

きに限り、収集した目的以外の目的のため

に利用することができる。 

第８条の２ 実施機関は、特定個人情報につ

いて、個人の生命、身体又は財産の保護の

ために必要がある場合であって、本人の同

意があり、又は本人の同意を得ることが困

難であるときに限り、収集した目的以外の

目的のために利用することができる。 

２ 実施機関は、情報提供等記録を収集した

目的以外の目的のために利用してはならな

い。 

 

３ 略 ２ 略 

  

（開示請求に係る事案の移送） （開示請求に係る事案の移送） 

第18条の２ 実施機関は、開示請求に係る保

有する個人情報（情報提供等記録を除く。）

が他の実施機関から提供されたものである

第18条の２ 実施機関は、開示請求に係る保

有する個人情報が他の実施機関から提供さ

れたものであるとき、その他他の実施機関



とき、その他他の実施機関において開示決

定等をすることにつき正当な理由があると

きは、当該他の実施機関と協議の上、当該

他の実施機関に対し、事案を移送すること

ができる。この場合においては、移送をし

た実施機関は、開示請求者に対し、事案を

移送した旨を書面により通知しなければな

らない。 

において開示決定等をすることにつき正当

な理由があるときは、当該他の実施機関と

協議の上、当該他の実施機関に対し、事案

を移送することができる。この場合におい

ては、移送をした実施機関は、開示請求者

に対し、事案を移送した旨を書面により通

知しなければならない。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（削除の請求） （削除の請求） 

第22条 何人も、第７条に規定する個人情報

の収集の制限を越えて自己情報（情報提供

等記録を除く。）の収集がされたと認める

ときは、実施機関に対し、当該自己情報の

削除を請求することができる。 

第22条 何人も、第７条に規定する個人情報

の収集の制限を越えて自己情報の収集がさ

れたと認めるときは、実施機関に対し、当

該自己情報の削除を請求することができ

る。 

  

（中止の請求） （中止の請求） 

第23条 何人も、第８条及び第８条の２の規

定に違反して自己情報（情報提供等記録を

除く。）の目的外利用等がされていると認

めるときは、実施機関に対し、当該目的外

利用等の中止を請求することができる。 

第23条 何人も、第８条及び第８条の２の規

定に違反して自己情報の目的外利用等がさ

れていると認めるときは、実施機関に対し、

当該目的外利用等の中止を請求することが

できる。 

  

（訂正請求等に係る事案の移送） （訂正請求等に係る事案の移送）  

第27条の２ 実施機関は、訂正等請求に係る

保有する個人情報（情報提供等記録を除

く。）が第18条の２第３項の規定に基づく

開示に係るものであるとき、その他他の実

施機関において訂正等請求をすることにつ

き正当な理由があるときは、当該他の実施

機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、

事案を移送することができる。この場合に

おいて、移送をした実施機関は、訂正等請

求の請求者に対し、事案を移送した旨を書

面により通知しなければならない。 

第27条の２ 実施機関は、訂正等請求に係る

保有する個人情報が第18条の２第３項の規

定に基づく開示に係るものであるとき、そ

の他他の実施機関において訂正等請求をす

ることにつき正当な理由があるときは、当

該他の実施機関と協議の上、当該他の実施

機関に対し、事案を移送することができる。

この場合において、移送をした実施機関は、

訂正等請求の請求者に対し、事案を移送し

た旨を書面により通知しなければならな

い。 

 

２及び３ 略 ２及び３ 略  

  



（保有する個人情報の外部提供先への通知） （保有する個人情報の外部提供先への通知） 

第27条の３ 実施機関は、訂正決定等に基づ

く保有する個人情報の訂正等を実施した場

合において、必要があると認めるときは、

当該保有する個人情報の外部提供先（情報

提供等記録の訂正の実施をした場合にあっ

ては、総務大臣及び番号法第19条第７号に

規定する情報照会者又は情報提供者）に対

し、遅滞なく、その旨を書面により通知す

るものとする。 

第27条の３ 実施機関は、訂正決定等に基づ

く保有する個人情報の訂正等を実施した場

合において、必要があると認めるときは、

当該保有する個人情報の外部提供先に対

し、遅滞なく、その旨を書面により通知す

るものとする。 

  

   附 則 

 この条例は、平成27年10月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則

第１条第５号に掲げる規定の施行の日とする。 


